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租
枯
白
遊
説
的
性
質
(
…
曲
枇
の
道
義
的
性
質
ド
且
桃
山
山
は
い
机
松
山
本
組
問
戸
川
相
凶
的
制
値
目
い
此
泊
形
式
と
由
附
Mm
「
比
結
果
件
各
人
的

心
的
快
想
的
凶
民
的
岡
本
的
統
制
ー
の
机
枇
定
義
改
誌
の
ι
M
r
)

第
二
段
租
枇
由
民
泣
義
的
W
H
h
蹴
「
什
机
祉
制
一
堅
持
も
白
に
同
情
し
た
る

TZ主
的
元
議
…
山
枕
質
に
存
ナ
る
も
の
川
相
枇
技
術
巴
よ
り
捕
る
も
の
斗
租

拾
に
却
す
る
人
同
側
的
理
叫
に
有
す
る
主
義
的
一
克
議
日
明
日
刊
枕
一
川
越
い
不
明
義
的
な
る
も
白
け
い
納
税
司
法
叫
何
不
正
子
段
枠
組
同
支
日
誌
と
す
ペ

b

b
fる
も
の
川
公
益

H
的
誠
一
柑
物
品
川

ω控
/
げ
い
排
一
仲
間
必
ず
し
も
向
遊
詩
-
と
も
い
は
れ
ざ
る
も
の
川
井
比
上
の
不
公
平
山
一
什
法
的
油
川
町
小
川
割
以
叫
白

州立
ω此
机
内
民
泊
訟
に
北
泊
な
る
傾
向
似
品
多
納
柑
)

第
一
一
長
山
政
古
川
叫
に
泣
づ
け
る
純
白
山
方
筑
凸
訓
柑
制
民
子
ょ
に
於
て
川
良
一
犯
す
べ
き
方
策
川
公
正
川
相
批
判
叫
過
刷
主
山
中
…

ω叫
定
整
備
…
川

献
面
白
拙
叫
向
使
山
印
い
哉
書

ω
反
省
を
促
す
制
度
伺
机
枯
制
度
川
外
に
於
て
一
品
ナ
イ
き
も
由
ハ
は
立
制

ILω
副
官
上

ω歌
官
よ
)

結
諭
(
全
文
型
旨
)

緒

マ
日

相
秘
問
題
中
川
り
最
枚
本
的
仁
し
て
中
心
を
成
す
ぺ
き
も
の
は
恐
ら
く
は
、
租
税
道
義

ω問
題
の
外
に
は
な
い
。
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論

叢

四

主持

組

世

集
ニ
十
五
巷

議

一一

第
六
現

併
し
由
来
、
租
税
理
論
で
は
比
較
的
仁
之
を
閑
却
し

τ居
h
J
、
通
例
、
租
税
を
法
律
的
又
は
経
務
的
に
の
み
見
て

論
じ
て
居
る
o

租
税
原
則
に
て
は
秘
枕
n
公
正
の
要
求
か
ら
し
て
、
自
ら
に
道
義
的
観
察
を
し
っ
、
は
ゐ
る
り
れ

E

色
、
租
税
の
本
質
、
租
税
の
定
義
ご
な
る
ご
、
道
義
的
解
轄
を
無
視
す
る
も
の
が
比
々
ど
し

τ皆
な
然
、
り
で
あ

る
O

斯
〈
し
て
あ
ま
b
に
租
枇
を
卑
し
〈
視
る
の
は
、
共
の
具

ω性
質
を
理
解
す
る
所
以
で
は
な
い
。
で
此
租
税

の
道
義
的
性
質
を
明
か
に
し
且
つ
之
に
仲
ム
政
策
を
説
〈
二
ぜ
は
、
租
税
を
本
酔
聞
に
理
解
す
る
に
必
要
な
の
み
で

な
〈
、
共
の
実
際

ω運
用
を
も
国
消
な
ら
し
め
る
の
に
有
盆
で
ゐ
り
、
真
ら
に
は
政
治
の
改
善
に
も
、
国
民
の
一

般
配
地
風
り
向
上
に
も
良
き
噂
』
ピ
で
ゐ
b
、
特
に
我
邦
現
時
的
質
際
に
於

τ租
枕
仁
っ
き
反
道
義
的
な
る
見
方
が
康

〈
行
は
れ

τ、
之
が
運
用
を
妨
「
る
こ
ど
の
少
か
ら

g
る
を
見
出
す
に
就
い
て
は
、
之
に
反
省
を
典
へ
、
正
し
き

方
向
へ
指
導
す
る
こ
ご
仁
重
大
な
る
意
義
ゐ
h
z
思
ふ
た
の
で
‘
救
て
比
に
此
文
を
書
〈
。

第
一
段

租
税
の
道
義
的
性
質

ト
租
税

ω道
義
的
性
質
|
|
租
税
は
元
来
単
純
な
る
法
律
上
の
制
度
で
一
色
、
純
然
な
る
経
済
上
の
現
象
で
も
な

(
、
買
に
道
義
上
の
物
館
で
も
あ
る
。
経
済
現
象
が
必
争
し
も
凡
ペ
て
道
義
よ
、
善
良
な
も
の
ど
は
限
も
前
向
。
法

律
上
の
制
度
の
中
仁
も
亦
道
義
上
疑
ゐ
b
Z
す
ぺ
き
も
の
が
め
る
。
併
し
藷
に
問
題
ご
す
る
租
枕
E
い
ふ
法
律
上

及
経
済
上
の
事
象
は
、
道
義
上
か
ら
見
て
も
正
蛍
に
し
て
善
良
な
る
も
の
で
あ
る
。
各
箇
の
具
健
的

ω税
じ
っ
-V

"'6'.. ' 



τ、
其
法
規
の
末
節
は
b
、
其
行
政
運
用
な
り
に
於

τ不
満
足
な
る
も
の
は
多
々
ゐ
り
得
る
。
各
筒
人
の
主
観
か

ら
見
て
特
に
不
都
合
Z
恩
は
る
、
も
の
も
あ
ら
う
。
り
れ
ど
も
事
物
の
全
局
か

ι見
τ叉
金
成
員
か
ら
見
て
は
租

殺
は
蛍
さ
に
、

正
賞
に
し
て
善
良
な
も
の
Z
L
T
良
い
富
一
)
。

今
目
的
一
般
人
の
信
念
に
於
て
、
最
早
、

革E
税

が
悪
V
山
正
か
、
災
害
に
ど
か
、
強
奪

r
zか
い
ふ
も
の
は
稀
で
あ
り
・
少
〈
ご
も
事
物
を
真
面
目
に
考
へ
る
純
良

な
る
闘
民
炉
ら
し
て
は
、
会
館
上
、
之
を
善
良
な
ち
の
ご
し
て
認
め
る
に
臨
時
晴
せ
m
刷
所
で
あ
る
。

ホ
ッ
ク
位
、
各
箇
人
に
於
て
往
々
に
し
て
彼
が
公
正
と
せ
ざ
る
机
拾
を
抑
必

ζ
&
白
彊
求
が
生
ず
る
。
机
精
義
務
が
粗
柑
凶
公
正
に
つ
A
M

彼
の
主
視
的
判
刷
に
眠
ら
し
め
ら
る
込
龍
は
ぎ
る
ζ

と
は
明
か
で
、
構
成
あ
る
法
律
か
ら
山
た
各
の
枕
は
各
人
に
と
り
て
は
公
正
だ
と
い
ふ
封
、

陸
此
は
法
律
的
に
見
過
ぎ
た
按
が
あ
る
け
れ

E
も
、
世
際
、
時
静
に
泣
義
的
に
之
を
見
て
も
、
現
在
山
正
明
闘
に
で
有
は
れ
て
居
る
刺
殺
は
、
批
官

事
物
に
於
て
完
全
の
期
待
L
難
き
事
情
山
下
に
於
て
、
金
値
」
、
公
正
で
あ
り
又
善
良
な
も
?
と
し
て
可
ぃ
。

斗
其
根
城

1
l的
其
は
何
故
か
古
い
ふ
の
に
、
此
租
税
が
今
日
の
各
筒
人
に
必
要
快
C
べ
か
ら
F
る
又
白
然
的

に
し
て
逃
〈
ぺ
か
ら
F
る
岡
家
又
は
地
方
問
健
の
存
立
後
展
上
に
必
要
な
る
資
料
た
る
が
放
で
あ
る
。
即
も
立
(
の

国
家
地
方
剛
健
ゐ
る
に
よ

h
て
各
人
は
其
生
活
も
途
げ
ら
れ
、
向
上
の
機
曾
も
得
ら
れ
る
。
此
等
の
も
の
な
〈
し

て
も
吾
人
が
会
館
土
、
今
日
の
比
等

ωも
の
、
下
に
於
り
る
よ
り
も
よ
り
良
き
生
活
を
受
〈
る
を
得
ご
信
中
る
は

あ
ま
h
に
人
間
性
を
過
信
す
る
も
の
で
あ
る
。
今
日
の
制
度
の
下
に
皆
が
皆
ま
で
不
揃
な
し
Z
い
ふ
こ
ご
は
出
来

前
。
併
し
之
に
よ
b
て
会
髄
上
に
は
人
々
が
安
泰
仁
し
て
充
質
し
た
生
活
を
遂
げ
る
こ
Z
を
得
て
居
る
。
郎
も
各

摘

議

租

第
二

+
E巻
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論

識

ノ、

主活

第
二
十
五
容

凹

租

活

主主

第
六
椀

人
は
其
生
存
俊
一
迫
に
つ
き
踏
家
地
方
制
捜
に
負
は
な
い
謬
に
は
往
か
な
い
。
随
ム
て
は
叉
之
が
維
持
材
料
を
供
し

な
く
て
は
な
ら
ぬ
ご
い
ふ
こ
ご
に
な
る
(
註
ニ
)
。

特
に
共
同
四
家
地
方
剛
健
が
突
後
的
人
工
的
山
り
も
り
で
ゐ
れ
ば
、

此
か
ら
離
脱
す
る
こ
ご
が
容
易
ぜ
い
ふ
こ
ご
に
も
な
る
が
、
此
が
自
然
的
勝
史
的
の
産
物
で
ゐ
つ

τ、
人
制
閣
の
性

質
か
ら
し

τ自
ら
に
出
来
て
来
た
も
の
だ
さ
す
る
ピ
、
先
づ
北
(
を
維
持
し
な
り
れ
ば
な
ら
向
己
戚
仲
-
F
る
を
得

ぬ
。
又
之
を
維
持
す
る
り
じ
必
宇
じ
も
祖
枕
で
な
〈
ご
も
他
に
も
材
料
が
あ
り
得
ご
は
い
は
れ
る
が
、
併
し
少
(

Z
も
今
目
的
一
文
明
刷
倒
的
則
政
で
は
、
秘
枕
が
共
材
料
の
主
要
な
も
の
さ
な
っ
て
居
る
詰
一
一
一
)
o
u
u
仮
h
に
玉
口
人
が

隣
家
や
地
方
制
値
や
白
カ
を
借
ら
宇
し

τ、
今
日
彼
等
か
ら
受
〈
る
も
の
を
牧
め
ゃ
う
正
し
た
ら
、
結
ら
く
は
脊

々
は
、
今
日
掛
ふ
祖
枕
よ
り
も
よ
b
多
〈
を
抽
酬
は
な
〈
て
は
携
な
ま
い
。
北
(
中

ω
一
部

ωも
の
は
斯
〈
て
も
半
棒

し
得
ら
れ
る
し
、
或
は
一
府
安
〈
も
得
ら
る
る
が
も
知
的
H

な
い
o

け
れ
ど
も
全
般
上
に
は
、

よ
b
多
〈
を
州
立
し
て

而
が
も
よ
・
り
不
完
全
な
も

ωを
得
る
に
止
ま
ら

F

フ
。
祖
枇
は
全
般
上
、
割
高
で
あ
る
正
い
ふ
よ
39
は
削
交
の
も
の

で
あ
り
、

却
も
闘
民
は
岡
山
添
に
劃
し
て
梯
ふ
よ
ら
は
よ
り
多
〈
を
受
け

τ居
る
ご
見
な
〈
て
は
な
ら
す
、
常
然

仁
、
戚
謝
を
以
て
挑
ふ
べ
き
も

ω
で
あ
る
(
桃
川
)
O

成
程
、
各
簡
具
略
的

ω場
合
に
、

不
R

佐川
T

な
る
利
枕
、

不
賞

な
る
行
政

ω結
果
ご
し
て
、
各
人
の
主
似
的
に
見
て
此
気
持
に
て
は
梯
ひ
得
ぬ
ご
い
ム
こ
.
じ
が
あ
ら
う
が
、
其
で

も
彼
れ
不
満
を
戚
宇
る
人
の
受
〈
る
恩
深
の
中
に
は
、
拘
川
同
家
な
ら
で
は
彼
に
典
へ
得
ぬ
も
の
が
あ
っ
て
、
軍
に

一
部
の
不
満
に
よ

h
τ
会
館
を
酬
明
細
川
す
る
こ
E
は
出
来
泊
。
ま
た
m
M
〈
多
数
的
人
に
就
き
全
局
上
か
ら
見
た
な
ら

鋼，，'



ば
、
矢
版

b
相
設
に
戚
謝
を
以
て
掛
ひ
得
ぺ
き
筈

ωも
の
で
あ
る
。
若
又
、
会
館
上
か
ら

L
rし
も
戚
謝
を
以
て
抑

ひ
得
ぬ
ほ

E
に
な
っ
た
ご
す
れ
ば
、
立
(
は
政
治
腐
敗
の
極
端
に
な
っ
た
場
合
で
あ
り
、
恐
ら
〈
は
自
ら
に
反
動
が

生
じ
革
命
に
ま
で
も
進
む
喧
』
ぜ
仁
よ

h
t
常
態
に
似
し
得
る
で
め
ら
う
。
代
呉
川
恥
か
ら
今
日
の
文
明
凶
の
政
治
が

む
し
ろ
民
衆
本
位
的
で
あ
ち
、
同
捜
は
多
衆
民
の
調
利
の
斜
め
に
使
は
れ
、
稿
枕
も

専
制
的
武
族
的
で
な
〈
て
、

社
公
正
の
分
配
を
期
し
て
行
は
れ
て
居
る
彪
に
、
前
記
の
如
〈
に
し
て
生
じ
た
租
枕
の
上
に
、

一
円
財
道
義
的
の
意
義

を
拠
出
・
今
日
、
成
〈
各
人
が
参
政
し
得
る
や
う
に
な
っ
た
こ
ど
も
、
亦
作
山
政
投

ω免
措
に
つ
き
、
各
人
に
道
義

上
り
義
務
を
A
H
は

L
め
る
ζ

正
に
も
な
る
(
叫
五
)
O

尤
も
此
粕
は
歴
史
畿
通
の
結
果
で
、
今
日
に
於
て
は
宙
た
る

が
、
過
去
に
於

τは
賞
ら
ぬ
も
の
で
は
ゐ
る
(
出
J
2
0

(
罫
ニ
)
チ
λ

カ
位
、
#
人
は
最
小
此
武
者
と
い
へ

rも
、
彼

ω
有
ワ
凡
べ
て
の
も
の
、
戒
に
財
庄
の
み
で
な
〈
生
AWE-も
岡
山
凱
山
維
持
力
に
由
み

負
ふ
ο

だ
か
ら
租
枕
義
務
に
服
す
る
と
と
は
遊
説
上
山
町
義
務
だ
と
泊
し
、
フ
オ
ツ
ケ
は
・
各
人
は
凶
抗
に
共
会
き
正
存
に
つ
い
て
負
ふ

O

そ
し
て

井
園
山
識
が
似
ず
る
凡
べ
て

ω
も
の
に
維
却
の
嬰
求
を
引
っ
。
凶
っ
て
各
人
は
閥
家
に
絶
割
に
義
務
を
負
ふ
こ
と
A

な
る
。
出
V
4
務
は
山
富
文
明
及

組
出
の
遊
迩
に
於
て
は
、
園
同
日
酌
加
消
上
山
A
M献
(
副
校
)
に
よ
り
て
、
圃
家
に
、
岡
家
出
其
職
分
の
鈍
行
山
口

J

お
め
に
叫
す
る
材
料
を
併
す
る
こ
乏

に
よ
り
て
充
た
さ
る
?
と
却
し
、
ヨ
ン
ラ
ー
ド
は
、
岡
家
主
圏
民
と
伯
刷
Mm
は
改
正
し
(
解
す
和
川
、
組
山
小
仇
匹
針
す
る
加
き
も
凶
く
小
供

2
 

の
義
務
は
、
彼
等
が
制
よ
り
受
け
た
も
心
に
よ
り
て
測
定
す
る
と
と
は
山
高
な
い
と
い
ふ
て
肘
る
ο

ゲ
ア
ロ
ツ
7

は
、
叫
代
山
公
共
同
組
は
、
山
此
向
に
は
比
一
割
租
枯
組
減
せ
ら
る
ミ
こ
と
に
特
徴
づ
け
ら
る
、
と
品
L
、
プ
ア
イ
フ
ア

i

(
臨
三
)

も
、
租
枕
は
合
理
的
幽
家
財
政
に
と
リ
て
は
主
掛
は
入
を
同
さ
な
〈
て
は
な
ら
ぬ
と
し
、
パ
ス
一
一
J

j
プ
ル
は
、
租
祉
は
泣
い
仇
財
政
山
中
心
だ
と
い

品
、
O

A
 論

叢

主危

銘
ニ
十
五
省

第
六
抗

tコ

主E

i且

重量

五

ryszka， Fw. 2 Aufl. s. 115・Vockc，Fw. S. r67・Comad，Fw. 9 Aufl. 

s. I3・
Gerloff. Steuerwirtsc1mft und Sozialismus.. S. I. Pfei仔er，Staatsein-

nahmen. II. S・3.B九stable，Public finance. 3 ed. p. 261. 

2) 

""'，，， 



論

税

第
占
九
披

J、

叢

租

第
二
十
五
巻

-
~，、

道

議

(
佐
田
)
ヨ
ン
ラ
ー
ド
目
、
文
化
人
は
嗣
家
に
k
り
で
彼
が
園
家
に
報
ゆ
る
を
得
る
よ
り
も
、
土

m
多
〈
の
善
行
を
受
〈
る
と
局
L
、
プ
ア
イ
フ
ア

ー
は
、
良
〈
整
頓
し
た
公
共
幽
岨
.
て
は
、
租
祉
は
最
早
軍
に
、
必
誕
常
災
害
と
見
る
べ
か

ιず
し
て
、
む
し
ろ
各
人
は
、
闘
軍
部
彼
に
奥
ふ
る
利

盆
を
‘
被
が
抑
ふ
町
山
山
犠
駐
日
か
被
に
躍
り
て
非
唱
に
小
さ
な
も
白
と
且
え
し
む
る
ほ

E
、
翻
〈
明
か
に
自
国
且
ナ
べ
し
と
い
ゐ
。

(
駐
車
)
チ
ス
方
位
、
岡
家
事
務
に
刷
拠
す
る
拙
制
は
、
随
一
品
川
嚇
持
に
武
献
す
べ
き
一
般
的
義
務
出
制
臨
す
る
と
止
与
な
り
、
各
人
が
租
獄
議
動
あ

る
ζ

と
L
な
り
、
此
に
よ
り
て
和
紙
泣
識
が
止
じ
た
冒
と
鵠
ナ
。

(
註
穴
)

シ
h

フ
レ
ー
は
、
量
義
及
之
と
共
に
、
公
平
理
想
山
内
容
は
、
泊
議
史
的
琵
遠
の
結
果
て
あ
ワ
て
、
随
っ
て
各
時
代
各
闘
民
に
と
り
て
異

る
と
い
ふ
。

三
共
結
果

A
各
人
の
心
的
批
態

1
1・
右
、
組
枕
の
道
義
的
性
質
及
其
枝
掛
障
が
各
人
に
良
C
理
解
せ
ら
る
、
古
き
に
、
各
人

は
其
租
税
を
納
め
叉
は
櫓
ふ
に
つ
い
て
、
道
義
的
自
鐙
の
下
に
之
を
匁
す
を
得
釜
七
)
、
新
〈
て
彼
は
之
が
給
付
を

名
血
官
ピ
も
快
楽
Z
も
戚
じ
得
る
、
』
己
に
も
な
る
E
A
)
O
但
し
斯
の
如
き
白
血
耳
ご
い
ふ
ニ
ピ
が
古
い
昔
か
ら
行
は
れ

た
ピ
は
忠
は
れ
な
い
o

た
い
歴
史
畿
展
の
産
物
正
し
て
、
少
〈
ご
も
今
日
の
文
明
倒
民
に
於
て
此
が
後
建
し
、
叉

畿
遣
す
べ
き
も
の
に
ご
い
ふ
に
止
ま
る
(
註
九
)
O

イ
ラ
フ
エ
ル

J

ア
ス
は
、
租
柑
給
付
の
義
務
は
通
例
、
強
制
な
〈
し
て
、
義
務
白
向
先
町
白
制
、
愛
‘
聴
明
に
よ
切
で
行
は
札
、
且
A
V

噌
bJ

鑑
白
場
合
正
の
み
甑
制
が
行
は
る
と
品
L
、
ホ
ッ
ク
は
、
粗
栓
は
事
b
凶
家
よ
り
行
は
れ
た
る
勤
掛
に
謝
す
る
報
償

ω
H質
を
砂
び
ず
し
て
、
む

し
品
、
白
山
な
る
人
々
か
ら
白
山
に
量
胞
せ
ら
れ
て
.
充
た
す
べ
告
義
務
自
由
先
に
よ
り
捕
は
れ
て
、
報
償
の
範
闘
を
超
え
、
利
枕
義
務
者
山
屈

す
る
大
な
全
世
白
維
持
の
局
め
に
猷
げ
ら
る
h

貢
献
と
な
る
と
い
ひ
、

λ

タ
ン
プ
は
、
今
日
白
考
は
、
納
税
者
が
、
負
婚
の
或
も
の
を
感
ず
ペ
告

{
註
七
}

Conrad， a. a. O. S. 1，3・ pfei飴しr，a. a. O. S. 8-9・

Tyszka. a. a. O. S. 11;. 

Schaffle. Steuern. A. T. S. 40 
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と
と
が
且
き
市
引
で
あ
っ
て
、
枕
は
正
直
に
し
て
名
場

E
重
ん
ず
る
骨
瑚
向
闘
此
に
於
て
止
効
果
山
上
に
出
し
な

f
て
は
な
ら
ぬ
と
い
ふ
ζ

と
で
あ

る
と
錦
L
、
チ
ス
力
は
、
租
枕
泊
識
に
於
て
、
吾
人
が
岡
高
必
川
置
の
見
識
に
基
舎
、
秘
怯
に
机
k
n
v
、
持
租
酷
義
務
を
完
全
に
光
た
す
べ
(
地
ん
て

川
寂
し
で
尉
る
乙
と
を
解
す
と
す
。

(
註
八
〉
白
前
註
テ
ス
ガ
、
易
問
。
尚
ほ
、
ホ
ッ
ク
も
、
此
詰
陣
に
於
て
の
租
税
支
柳
に
於
て
、
圃
民
的
の
誇
と
闘
家
的
名
智
と
が
軸
付
〈
必
い
ふ
℃

居
る
。

(
位
九
)
フ
オ
ツ
ケ
は
、
文
明
の
低
い
品
曲
、
園
事
制
度
目
幼
維
な
る
琵
謹
白
島
て
は
、
唯
だ
薄
暗
U
感
悩
か
ら
掘
は
れ
て
、
机
粧
が
輔
自
躍
に
行
は

れ
た
O

然
る
に
結
歩
し
た
文
明
及
斑
詮
に
於
て
、
感
M
M
が
r
h
M
に
よ
り
亡
掴
め
ら
れ
た
と
い
ふ
時

同
闘
民
的
国
家
の
効
川
市

1
l斯
く
し
て
各
人
に
於
て
租
税
に
つ
き
道
義
的
自
覚
が
行
は
る
、
に
至
る
言
語
に
、

英
が
岡
民

ω
一
一
般
道
義
様
準
を
も
高
め
て
好
ま
し
き
刑
合
朕
態
に
導
〈
の
み
な
ら
歩
、
国
民
闇
値
的
基
礎
を
輩
回

な
ら
し
め
て
政
治
の
改
善
向
上
を
も
得
し
め
る
o

加
之
、
租
税
道
義
の
白
血
国
が
強
〈
な
る
芭
き
に
、
立
(
の
薄
弱
な

る

に

比

し

て

、

租
枕
負
婚
を
粧
易
な
ら
し
め
る
ご
い
ふ
良
き
結
果
を
も
賛

ιす
(
註
一
O
)
O

ス
タ
ン
プ
は
、
山
人
的
訟
が
貨
幣
以
躍
を
離
れ
て
、
納
税
陪
力
の
上
に
無
影
響
で
は
な
い
。
此
が
租
耽
苦
痛
に
封
す
る
の
鋼
痛
剤
た

m，

〉

得
、
と
錯
す
。

(位

-
O
)

ハ
円
租
枕
定
義
改
造
の
必
要

1
l斯
く
租
税
の
道
義
的
性
質
及
根
懐

ω斑
解
が
重
大
な
る
効
果
を
有
つ
ご
す
る
己

き
に
、
租
枕
の
定
義
に
於
て
も
之
を
考
慮
し
、
田
平
に
経
済
上
法
律
上
の
み
か
ら
し
て
設
明
せ
す
、
同
時
に
道
義
的

の
性
質
を
も
加
味
す
る
の
が
逃
む
べ
し
古
い
ふ
二
ご
に
な
る
。
否
な
道
義
的
の
性
質
を
閑
却

L
τ
は
事
物
の
異
相

諭

讃

道
L
S

議

第
二
十
五
巻

第
六
郷

ブL

七

租

投

Bela Folde5， Fw. S. 200-201. Hock， a. a. O. S. 25. Stamp， Thc funda 
mental prin~iples of taxation. p. 106. T戸zka，込 a.O.S. TJ 5・
Huck， a. a. 0: S. 25 

Vocke， il. a. O. S. i66. 
Stamp， 1. c. p. 9-10 
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百品一

議

組

郡古

第
二
十
五
巻

A 

A
M
山八就

泣

議

o 

を
明
か
に
し
得
な
い
こ
己
に
な
ら

F
る
を
得
ぬ
G

技
れ
で
、
私
は
今
は
之
を
考
慮
し
た
る

ω結
果
、
和
枕
ピ
は
何

か
ピ
い
へ
ば
、

共
は
、

比
(
刷
川
刷
出
日
日
目
又
は
之
ご
同
一
一
地
位
に
立
つ
者
「

統
治
州
髄
が
其
牧
入
及
公
往
け
的
を
以

τ、

制
到
し
、
非
報
償
関
係
に
於

τ説
微
し
、
此
等
山
町
者
よ
h
し
て
い
μ
道
義
的
自
覚
に
於
て
給
付
=
る
べ
き
貨
飾
的
方
使

又
は
其
他
的
物
防
ピ
し
や
う
ど
忠
ム
。

第
二
段

租
税
の
反
道
義
的
宜
蹴

租
枚
が
道
義
上
、
善
3
物
で
あ
り
、
道
義
的
自
覚
に
於
て
給
付
さ
る
べ
き
笹
山
り
も
の
に
ご
い
ふ
こ
ど
は
、

司〉

大
却
初
で
あ
っ
て
事
w
H
り
之
に
反
す
る
も
の
は
決
し
て
少
し
と
せ
泊
り
班
想
が
完
全
に
質
現
古
る
、
こ
己
は
以

望
ま
し
き
事
E
ゐムリ、

そ

Lτ
此
が
佐
々
仁
し

τ
北
(
池
例
を
も
一
不
し
て
は
居
る
が
(
副
一
二
、
而
か
も
粉
刺
に
考
」

る
ご
き
仁
、
第
一
に
机
杭
具
志
の
、
仕
組
が
六
づ
か
し
〈
、
完
全
に
↓
公
正
な
.
道
義
的
に
跳
鮎

ω
な
い
や
う
な
租

税
を
作
る
こ
ピ
が
殆
ん

y-不
可
能
で
あ
hJ(
品
一
二
)
、
共
は
完
全
に
近
い
も
の
が
由
来
た
ど
し
て
も
、
之
に
劃
す
る

人
民
の
態
度

ω制
強
に
王
て
は
一
府
に
困
難
で
あ
bJ
、
今
日
山
一
文
明
凶
に
於
り
る
質
際
に
は
、
道
義
に
反
し
た
る

之
が
罪
行
山
例
は
決

L
て
珍
し
ど
し
な
い
(
此
-
一
)
。
む

L
ろ
必
然
に
何
等
か
の
不
整
識
が
之
に
附
椛

L
、
北
(
の
品
川

め
に
、
租
税
其
も
の
、
本
性
の
善
か
怒
か
に
古
へ
も
疑
を
懐
か

L
め
る
-
は
ど
に
。
芸
表
現
を
左
仁
少
し
(
倹
察
し

て
見
る
。

-J 
匂一・~'. " 



， ，~，~材柳川仇

》

円
ン
プ
ル
ヒ
に
於
け
る
獅
附
枕
山
古
い
倒
は
、
叫
に
ア
ダ
ム
ヌ
ミ
ス
が
ド
語
っ
た
岡
山
ご
あ
る
凶

2
 

ロ
ツ
シ
ア
ー
は
、
枕
は
一

K
L
て
辺
誠
よ

ω
酔
鮎
む
き
は
な
し
と
い
ふ
。

「
陸
一
一
)

(
陸
=
-
)

何
央
凶
は
納
松
山
霊
山
比
較
的

u

昔
、
聞
と
し
て
有
名
だ
が
、

H
一
れ
で
も
、

前

ιは
弘
起

ι改
惑
さ
れ
q

h
あ
っ
た
が
、

ス
グ
ン
ア
位
、
英
闘
の
租
杭
正
以
山
一
般
白
山
峠
は
、
大
恥

(
健
一
三
)

制
慾
黙
と
祉
山
山
平
と
が
思
し
き
防
諜
訟
悩

b
L
た
と
い
ひ
、

一J
タ
ム
は

抗
酬
の
-
九
一
じ

1
1一
八
年
の
駅
前
お
比
秘
に
フ
い
て
別
作
祉

J

昔
日
合
に
て
川
一
地
と
な
り
、
比
者
は
年
、
入
百
山
岐
心
泊
先
が
あ
ワ
た
と
仏

L
、
仙

ρ

・4は
叫
む

年
三
千
山
崎
に
上
る
企
し
、
戒
は
、
人
悦
(dU
山
氏
)
を
掛
川
L
行
此
を
此
品
し

剖
川
を
肢
に
し
た
ら
、
五
一
日
前
砂
乃
至
一
千
白
磁
を
回
復
し
作
〈

L
と
日
す
ほ

E
で
あ
φ
。
と
い
ふ
て
川
る
u

m，
訓
辿
r
ト
ワ
ド
て
も
、
フ
ー

l

L
ン
バ
ツ
山
位
、
-
古
人
は
品
並

t
、
不
仏
な
る
机
枕
泊
、
北
山
下
に
悩
む
と
い
H
V

、
ナ
コ
ツ
ウ
は
‘
川
相
川
的
以
附
及

川
札
的
柑
訓
山
行
は
れ
た
に
も
拘

b
f、
職
時
中
に
も
、
何
崎
山
霊
園
料
山
が
削
枕
に
ワ
吉
生
じ
な
か
っ
た

O

平
和
首
位
後
山
花
あ

b

2

w
冊
、
山
帆
枯
泊
説
E
政
占
す
る
白
札
込
も
な
し
と
い
ふ
て
問
団
る
o

動
年
川
に
、
引
先
一
位
仇
切
に
も
上
る
と
俗

L
、
民
に
他
山
も
山
は

寸
和
税
制
度
某
も
の
に
附
帯
し
た
る
不
道
義
的
元
来

(

)

 

的
枕
質
に
存
す
る
も
り
|
|
各
枕
は
凡
べ
て
何
等
か
の
単
一
哉
上
り
不
安
全
牲
を
布
ゥ
。
卸
も
ん
い
所
得
枕
山
り
や
づ

(
 

な
比
較
的
快
鮎
少
き
も
の
を
採
っ
て
同
地

t
も
、
特
に
北
(
申
告
枕
た
る
が
潟
め
に
巾
告
に
於
て
山
川
俄

ω一
読
感
が
自
ら

に
伶
ふ
(
討
↑
川
)
O

れ
勺
牧
徒
枕

ω如
き
は
物
b
z
見

τ人
を
見
す
ご
い
ふ
の
械
が
ゐ
り
、
人
的
に
人
的
全
能
力
か
ら
見

)
 

る
ピ
可
な
り
大
な
不
公
川
T

な
負
佑
己
な
る
ご
い
ム
ニ
己
が
の
h
、
川
刊
交
一
辿
枕
に
歪
つ

τも
交
一
池
に
現

μ
れ
た
に
り

を
見

τ謀
ず
る
か
ら
、
叫
壮
一
胡
自
身
、
能
力
説
か
ら

L
て
は
重
大
な
る
不
公
平
可
能
性
を
も
つ
が
、
叫
刊
に
北

(ω
双
務

的
交
通
に
於
工
、
常
に
弱
者
り
負
踏
に
附
す
ゐ
傾
ゐ
る
り
も
滋
義
仁
反
す
る
。
ん
い
消
費
枇
が
大
関
仁
於
1
叫
者
北

一
一
一
九

季世

ij1i 

第
二
十
五
巻

第
六
腕

ilfl 

道

耳目

論

S. 10. 
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前

議

第
六
都

租

設

道

議

第
二
十
五
巻

O 

る
骨
両
者
に
割
合
に
軽
〈
し
て
、
弱
者
た
る
貧
者
に
割
合
に
重
き
こ
正
一
色
反
道
義
た
る
こ
己
い
ふ
ま
で
も
な
い
。
加

之
、
此
が
間
接
枕
形
式
を
採
る
こ
己
の
多
き
げ
い
け
に

t
は、

少
〈
ご
も
融
問
税
者
に
て
は
多
〈
は
物
内
代
同
慣
の
一
一
時

の
積
b
で
枕
hz
捌
ひ
、
夫

ω岡
民
的
又
は
道
義
的
自
覚
的
件
は
前
刷
所
で
ゐ
h
、
納
税
義
務
者
に
て
も
、
多

f
は
所

詮
、
消
費
者
に
酬
明
嫁
す
べ
き
も
の
ご
し
て
、
郎
も
物
的
生
直
腕
投

ω
一
部
を
支
出
す
る
積
b
に
て
納
枕
し
、
辛
抱
も
道

義
的
自
覚
り
件
は
前
山
正

ν
ふ
一
}
乙
が
ゐ
る
o

此
紡
か
ら

L
τ
も
反
道
義
的
の
も
の
Z
す
」
〈
、
少
〈
ぜ
も
道
義
的

の
性
質
を
快
〈
ご
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

(
註
-
回
)

ス
タ
ン
プ
は
、
所
得
抵
は
語
い
。
何
と
な
れ
ば
、
グ
ラ
ツ
ド
λ
卜

i

y

p
い
ア
た
や
う
に
、
此
出
血
言
倒
民

E
作
る
故
だ
と
い
ふ
こ

と、

R
A
び
。
机
枕
μ

品
川
良
心
型
は
人

E
彼
自
身
。
川
誠
#
た
ら
し
め
ず
、
附
ふ
て
彼
を
誠
惑
に
導
か
ざ
る
が
加
さ
も
内
な
る
劫
、
日
目
叫
へ
ら
る
与

を
糊
と
す
と
い
ひ
、
チ
ス
カ
も
、
品
川
H
凶
山
所
mw
枕
に
於
付
る
巾
仏
山
制
。
糾
脱
出
、
申
告
瓜
則
及
随
っ
て
粗
枕
泣
識
の
山
古
川
出
に
導
M
た
と
い
ふ
て
尉

"。。
蕊
に
序
手
に
い
ム

τ位
〈
が
、
右
の
如
〈
に
い
ム
て
来
る
正
、
間
接
税
は
な
の
前
に
皐
げ
た
租
税
定
義
に
は
合

は
ぬ
や
う
に
も
見
ゆ
る
が
、
併
し
其
際
、
道
義
的
性
質
に
つ
い

τ
い
ふ
た
の
は
、

租
枕
が
現
質
じ
、
道
義
的
自
覚

に
於
て
給
付
苫
る
、
も
の
ご
い
ふ
た
の
で
は
な
〈
、
理
想
ご
し
て
道
義
的
自
覚
に
於
て
給
付
さ
る
べ
き
も
の
だ
ピ

い
-
ふ
た
の
で
ゐ
る
か

ι、
間
後
税
が
夫

ω定
義
に
過
は
ぬ
こ
ピ
は
な
い
。
租
税
の
理
想
ご
し
て
は
間
接
枕
の
や
う

な
も
の
で
も
、

其
義
務
者
に
於
て
並
に
櫓
枕
者
に
於
て
之
金
約
時
又
は
之
を
携
ふ
に
つ
き
港
島
判
的
自
党
を
も
っ
〈

き
も
の
で
あ
b
、
又
茸
〈
が
或
出
血
ま
で
は
行
は
れ
て
も
居
b
、
今
後
、
激
育
の
カ
に
よ
b
て
一
層
之
を
燐
援
し
、
微

Tyszka. a. a. O. S. II6 Stamp. 1. c. p. 103 15) 
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底
し
な
〈
て
は
な
ら
ぬ
所
で
あ
る
。

B
机
枕
技
術
上
よ
ム
リ
来
る
も
ω
l
l
l
右
内
外
、
利
枕
を
立
法
技
術
者
が
仕
組
む
に
つ
い

τの
注
意
如
何
に
よ
bJ

T
、
其
的
各
税
の
税
質
上
越
〈
べ
か
ら
ぎ
る
不
H

公
正
を
或
度
ま
で
騨
滅
す
る
こ
ピ
が
出
来
る

Q

郎
も
裳
注
意

ω到

ら
凶

Z
き
に
、
其
が
錦
め
仁
、
夫
的
不
一
公
平
を
場
長
す
る
ご
い
ふ
こ
ご
が
め

h
、
注
意
す
れ
ば
避
け
ら
れ
た
不
必

卒
を
存
在
せ

L
め
る
ご
い
ふ
・
』
ぜ
が
あ
る
。

二
租
枕
に
潰
す
る
人
民
側
叫
態
度
に
存
す
る
不
泣
義
的
一
五
議

A
租
枕
凶
避
|
|
租
枕
に
射
す
る
人
民
側
的
反
道
義
的
股
度
ど
し
て
は
机
税
同
避
が
最
普
過
に
が
、
北
(
の
机
税

同
避
に
も
不
道
義
ご
い
ふ
べ
か
ら
ぎ
る
も
の
が
あ
b
、
又
多
少
見
方
に
よ
り

τは
恕
す
ぺ
き
も
の
も
あ
る
o

今
左

に
多
様
な
る
其

ω
表
現
を
示
す
。

hv

不
道
義
的
な
る
も
の

-
税
法
施
行
上
卸
ち
納
税
上
に
辿
枇
を
計
る
-
-
z
.
|
|
卸
ち
人
民
が
税
法
に
違
反
し
ず
遮
枕
を
行
ふ

の
で
あ
っ
て
、
北
京
反
道
義
に
る
こ
ご
は
い
ふ
を
待
た
ぬ
。

例
之
、

密
輸
入
、

所
得
凪
俄
巾

過
少
問
問
桁
申
告
、

告、

二
重
帳
簿
作
成
、
申
告
怠
慢
な
ど
の
如
き
で
あ
る
。
此
は
自
己
的
利
盆
山
り
縛
め
に
岡
山
即
山
一
利
盆
を
傷
け
4
Q

の

み
で
な
〈
、
北
(
れ
ロ
け
多
〈
を
岡
市
即
が
他

ω人
々
に
賦
課
す
る
こ
ど
、
な
ら
し
め
て
、
間
接
に
、
他
の
同
胞

ω利

盆
を
損
す
る
-
』
正
、
な
り
(
誌
一
豆
、
重
大
な
る
罪
悪
ご
す
べ
き
も
の
で
な
げ
れ
ば
な
ら
曲
。

舗

叢

第
二
十
五
各

第
ノ、
親

事止

組

活

議

"..~ ， 



論

議

問

事官

革且

'"V. 
jU 

議

第
二
十
五
巻

第
六
日
田

(
量
一
五
)

と
い
ふ
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
仙
の
納
世
帯
(
央
叫
叫
白
方
に
て
航
枕
さ
れ
た
制
を
も
出
ナ
ペ
き
)
に
割
す
る
山
不
正
と
し
て
山
は
る
誌
と
鵠

L
、
チ

ユ
ツ
ケ
も
、
此
郎
、
終
川
尚
司
批
が
幽
バ
ポ
に
謝
し
て
て
な
〈
て
、
捻
々
多
{
山
祉
を
山
さ
な
〈
て
な
ら
ぬ
朗
自
向
山
醐
氏
自
長
般
に
劉

L
て
た
る

こ
と
を
瑚
解
す
る
と
と
に
多
〈
の
唱
に
批
判
酬
が
快
〈
の
だ
と
い
ひ
、
テ
ス
カ
も
、
剖
ま
る
の
位
内
に
園
家
げ
か
り
で
な
〈
、
北
所
伴
が
件
な

t
謀

L
1
4
ル
ヒ
は
司
此
由
加
き
此
枕
阻
、
制
刷
、
凡
べ
て
山
事
仙
目
下
に
、
彼
に
品
川
討
な
る
位
制
を
集
め
る
と
と
を
知
る
国
家
を
傷
け
る

狩
せ
ら
れ
、
大
尉
刊
の
蹴
枇
に
よ
リ
て
生
ず
る
献
鳴
を
充
た
す
が
俗
め
に
、
結
局
納
税
し
た
〈
て
な
ら
ぬ
所
の
、
中
小
所
叫
の
正
直
な
る
納
粧
者

pu 

(
捗
働
者
}
使
川
入
、
及
役
人
)
だ
と
い
ふ
て
肘
る
叫

け
抽
出
枕
上
不
正
手
段
に
よ
h
て
酬
明
妹
を
行
ム
こ
ど

|
l
一
旦
納
め
ら
れ
た
租
税
負
球

ω
鞠
嫁
必
す

L
も
不

常
で
な
い
γ

。
例
之
、
消
費
税

ω増
徴
的
あ
っ
た
ご
き
経
済
界
的
大
勢
を
利
加
し
た
h
工
夫
努
力
に
よ
り
て
之
を
行

ふ
の
は
先
づ
前
す
べ
き
に
が
、
代
艇
を
前
玉
川
一
ピ

L
っ
、
、
物
の
品
質
を
窃
か
に
落
し
た
り
、
量
日
を
誤
魔
化

し
た
り
し
て
、
他
人
の
利
品
祉
を
不
静
岡
に
傷
ひ
っ
、
輔
嫁
を
行
ム
に
至
h
τ
は
道
義
上
許
す
べ
か
ら

F
る
罪
悪
で
あ

る。
ろ
不
道
義
ど
す
、
へ
か
ら
F
る
も
の

μ納
税
上
、
納
枕
義
務
者
が
課
税
物
件
ケ
諸
法
仁
減
少
す
る
こ
己
を
立
法
者
的
期
待
す
る
州
場
合
、
郎
も
日
公

盆
目
的
が
或
和
枕

ω主
H
的
ピ
な
る
場
合
に
、
義
務
者
が
此
税
を
阿
避
す
る
斜
め
に
、
課
税
物
件
を
無
く
し
ゃ
う

ご
す
る
こ
ご
は
少
L
も
反
道
義
ご
は
い
ふ
を
得
品
。
例
之
、
濁
身
祝
子
無
枕
問
地
税
に
於

τ、
人
が
結
婚
を
活

L
、

小
供
を
有
ち
、
問
地
を
底
止
し
て
其
を
有
用
化
L
た
ご
き
に
、
彼
は
祖
税
を
回
避
し
た
の
で
は
あ
る
が
、
併
し
少

Tyszka， Ehebeq.，f， Fw. r8 & 19 Aufl.. S. 217. Zschucke， a. a. O. S. 7 
a. a. O. S. 117 
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し
も
不
道
義
を
し
た
正
は
い
ム
ペ
か
ち
十
、
む

L
ろ
恐
ら
〈
は
共
時
共
蕗
に
於
て
善
き
こ
正
、
せ
ら
れ
た
も
の
を

治
し
た
唱
』
正
に
外
な
ら
泊
。
少
〈
古
も
立
法
者
の
期
待
し
た
こ
ご
を
其
要
求
過
ち
に
、

L
た
の
で
め
っ
て
、
先
イ

之
を
善
き
市
中

r
Eす
べ
き
で
あ
る
。

い
け
捻
枕
上
、
人
が
俊
明
工
夫
勤
勉
勿
力
に
よ
・
り
耕
耐
怖
を
行
ふ
た
場
合
、
此
も
亦
把
持
し
〈
純
耽
の
同
避
で

は
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
之
に
よ
り
て
岡
庫
の
利
盆
も
、
他
の
人
々

ω利
益
も
害
せ
守
、
む
し
ろ
一
般
会
値
的
利
袋
編

一胤
eT
進
捗
し
花
ニ
ピ
仁
な
り
、
不
道
義
ト
じ
さ
れ
な
い
ば
か
b
か
、
税
械
的
仁
も
大
な
蓄
を
行
」
た
-
己

ν
へ
や
う
。

は
必
宇
し
も
反
道
義
ご
も
い
は
れ
ぎ
る
も
の

(
 1

立
法
上
、
人
が
各
的
政
治
勢
力
を
利
用
し
て
仙
階
級
者
の
不
利
仁
ま
で
、
日
階
級

ω
利
盆
た
る
が
如
き

(
 

稔
訟
を
作
る
こ
己
は
、
由
来
・
何
れ
の
時
に
も
或
皮
ま
で
行
は
れ
た
所
で
、
共
は
人
が
取
に
自
己
一
人

ωな
利

ω

み
を
計
ら
争
、
同
階
絞
り
多
数
の
人
の
利
鐙
を
保
つ
花
蕗
に
、
何
税
か
来
日
き
事
を
行
ふ
た
も
の
ご
も
せ
ら
れ
る
が
、

併
し
比
(
は
本
賞
の
諮
で
は
な
〈
、
閥
民
の
杢
慨
か

ι一
見
て
は
矢
張
h
一
部
の
利
袋
の
品
川
め
に
不
蛍
に
他
部
山
利
盆

を
依
り
た
芭
す
べ
〈
、
高
い
見
地
に
於
て
は
む
し
ろ
反
道
義
正

L
て
、
反
省
を
求
め
な
り
れ
ば
な
ら
な
い
。

ヨ
納
税
上
、
税
法
の
規
定
的
不
備
、
解
科
の
疑
義
あ
る
に
乗
じ
て
、
立
法
者
的
期
待
に
反
し
た
る
納
税
を

(
 

潟
す
こ
ご
が
め

h
、
此
は
比
刊
を
行
ふ
も
の
仁
於
て
極
め
て
何
日
〈
考
へ
て
、
大

L
た
悪
意
な
〈
芭
も
行
は
れ
る
こ
£

が
あ
ら
{
同
一
ム
ハ
)
、
合
法
的
脱
税
ご
も
締
せ

ιれ
て
、

一
般
に
も
前
一
〈
児
な
い
傾
も
あ
る
の
だ
が
、
併
し
中
に
は
可

前

君主

車1

署定

u 

lu 

義

第
二
十
五
容

一ーが

部
六
批

n 

''3"'. 



論

議

第
二
十
五
巻

ー』，、

四

草島

道

議

第
六
親

租

な
h
重
い
思
意
に
て
行
は
る
、
も
あ
っ
て
此
差
別
が
つ
き
難
〈
、

h
u
し
ろ
金
健
上
は
、
不
道
義
ど
し
て
排
尿
す
ぺ

き
も
の
に
風
す
る
o

例
之
、
所
得
税
の
筒
人
綜
合
累
進
疎
枕
を
避
〈
る
縛
め
の
保
全
品
開
引
祉
の
設
立
の
如
き
、
今
日

の
債
利
組
紙

ω
下
に
は
斯
り
如
き
曾
枇
的
許
さ
れ
て
居
る
以
上
.
之
を
利
用
し
て
税
の
軽
易
eT
計
っ

τも
、
格
別

不
嘗
ご
は
品
れ
ぬ
ど
も
い
は
れ
得
る
け
れ
ど
も
・
大
局
上
は
、
柏
崎
め
に
閥
庫
H
A
他
同
胞
の
利
益
を
傷
り
る
こ
正
、

な
っ
て
、
不
道
義
に
ご

L
な
い
れ
ば
な
ら
品
。
そ
れ
か
ら
験
入
税
増
徴
的
場
合
仁
弐
施
行
前
に
見
越
轍
入
を
行
ム

ご
い
ふ
の
も
、
現
代
縦
掛
り
下
に
は
許
苫
れ
た
事
な
り
に
か
ら
、
不
道
義
ピ
目
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
芭
も
い
は

れ
る
が
、

併
l
立
決
者
ご
し
て
此
間
隙
を
作
っ
た

ω
は、

技
術
上
又
は
政
略
上
巳
む
を
得
守
し
て
作
っ
た
Z
ド
ふ

に
止
ま
り
、
斯
州
知
き
見
越
輸
入
を
好
ま
ぬ
も
山
ご
解
す
べ
き
も
の
で
あ
h
、
此
が
多
〈
生
ず
る
こ
ど
の
斜
め
に

は
凶
出
陣

ω利
盆
、
隣
っ
て
会
凶
民
り
利
盆
eT
損
し
、
且
つ
其
他
に
於
け
る
岡
民
経
済
上
的
不
利
を
も
仲
ふ
ご
き

に
、
之
を
不
近
義
ど
し
て
見
る

ω
が
歪
常
で
ゐ
る
。

一-
1
グ
ム
日
、
十
半
端
不
正
出
て
は
な
(
と
も
、
挺
川
山
利
益
を
制
川
す
る
内
閣
が
あ
っ
て
、
此
刊
の
者
に
て
は
、
口
説
上
山
不
正
山
鹿

が
暗
ん

r抽
部
制
な
も
内
も
あ
る

L
、
階
ん
ど
詐
批
た
る
も
の
ま
て
も
あ
っ
て
、
列
ん
ど
居
る
と
焔
し
、
順
名
批
拍
山
来
日

場
合
に
は
日
巴
山
利
益
に
師
蜘
押
し
、
品
川
h
A
心
め
る
者
で
も
此
に
安
心
す
る
の
を
例
と
す
る
と
い
ふ
て
は
る
。

(陸

=A)

人
日
刊
に
疑

H
し
き

3
捻
枕
上
・
普
遍

ω
時
嫁
に
よ

h
τ
他
人
に
負
搬
を
負
は
し
む
る
ニ
ピ
色
、
立
(
が
縦
済
界
自
然
的
大
勢
を

利
用
す
る
限
b
、
現
代
純
務
組
織
下
で
は
許
さ
れ
た
事
で
ゐ
つ

τ、
反
道
義
ピ
は
す
べ
き
で
な
い
ご
も
い
は
れ
る

D.， Fw. 193・Needham， l~ c. p. 6. Staatsmann乳17) 
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が
、
他
方
か
ら
い
ふ
正
、
其
時
嫁
に
よ
h
て
は
、
経
済
上

ω弱
者
た
る
他
人
の
負
掠
に
蹄
せ
ら
る
、
正
い
ふ
二
百

が
通
例
で
あ
っ

τ、
此
賠
に
於
て
反
借
地
義
的
一
冗
来
を
合
む
ご
す
ぺ
〈
.
時
ご
し
て
随
分
配
滅
的
識
な
引
を
も
生
じ
、

道
義
的
に
見

τ反
省
り
望
ま
し
き
場
合
が
少
〈
な
レ
。

川
此
械
の
反
道
義
仁
共
通
な
る
傾
向
|
|
此
租
税
同
避
じ
依
る
反
道
義
は
上
に
い
ム
如
〈
多
慌
で
あ
る
が
、

此
等
に
共
通
の
傾
向
子
し
て
注
意
す
べ
き
も
り
は
何
炉
ご
い
ふ
ご
、

先
以
て
人
が

此
租
税
同
越
に
依
品
不
道
義

を
見
る
噂
』
ぜ
が
、
他

ω
割
等
人
格
者
に
劃
し
て
犯
し
材
不
道
義
を
見
る
よ
'
り
も
騨
レ
ご
い
ふ
こ
ピ
で
め
る
(
世
一
セ
v
o

郎
ち
人
は
相
手
が
有
形
山
山
人
で
あ
る
ξ

き
に
、

茶
人
的
物
を
犯
す
己
主
に
小
百
な
不
滋
義
を
も
重
大
脱
す
る
の

E
l
E
'
F
)
a
t
 

r

l

h

刊
凶
川

U闘い・'靖

一
肌
品
目
ど
い
ふ
も
り
を
相
手
正
す
る
ご
き
じ
は
、

之
を
抑
制
叫
す
る
絡
が
あ
る
。

此
U
全
〈
人
の

錯
覚
で
.
興
封
に
は
恰
も
反
掛
仁
、
此
凶
民
乙
か
閥
且
日
棋
に
か
を
相
子
百
ー
し
た
正
き
に
、
般
ム
ザ
小
さ
な
知
恵
で
あ
う

て
も
一
府
首
一
大
刷
[
な
〈
て
は
な
ら
な
い
。
此
貼
に
於

τの
確
か
な
理
解
を
奥
ム
る
ζ

ご
は
租
枕
政
策
上
、
重
大

で
め
る
。
そ
れ
か
ら
此
机
枕

ω反
道
義
に
つ
き
、
人
が
他
人
的
類
例
を
見
た
ご
き
に
は
好
ん
で
之
を
自
己

ω錦
解

Z
し

τ利
用

L
、
夏
ら
に
反
道
義
を
大
脆
に
行
ふ
傾
ゐ
h
J
ご
い
ふ
こ
ピ
が
あ
る
(
桂
一
λ
)
O

比
は
悲
し
h
U

べ
き
こ

t

rが
賞
際
に
か
ら
仕
方
が
な
い
。
随
ふ
て
或
人
が
一
一
り
租
税
不
道
義
を
行
ふ
た
ご
き
に
は
、
其
事
自
身
が
不
都
令

な
る
の
み
で
な
〈
・
斜
め
に
諸
他
ゆ
人
に
口
貨
を
奥
へ
錦
鮮
の
材
料
を
供
し
て
、
不
道
義
を
重
ね
古
せ
る
ニ
ビ
に

な
る

E
い
ふ
結
果
に
於
て
の
不
良
を
も
考
へ

τ、
反
省
し
な
け
れ
ば
務
ま
な
い
。
要
す
る
に
人
が
租
税
不
道
義
を

諒

叢

第
二
十
五
魯

静
大
統

~ 

租

義

E 

栓

道

匹



論

議

租

第
一
一
十
車
怨

J、

係
ム
ハ
斡

，J); 

道

義

犯
す
-
己
主
に
、

英
は
人
が
普
通
に
考
ふ
る
ご
王
反
掛
に
、

極
め
て
重
大
な
る
惑
功
に
ど
ー
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
w
o

(
註
-
七
」
エ

l
ベ
ル
ヒ
は
、
制
砧
良
心
口
感
知
山
一
品
川
官
な
る
程
度
を
有
た
ぬ
も
の
だ
。
品
泊
義
Mm
之
を
担
め
も
し
な
い
叫
何
ず
ー
と
な
ら
ば
、
比
公

泣
設
が
、
組
枕
剖
欧
止
、
現
以
上
山
即
位
犯
罪
よ
り
も
、
」
枯
に
師
〈
判
断
す
る
か
ら
・
と
い
ひ
、
ス
タ
ン
フ
も
、
一
般
及
無
形
削
柚
に
勤
す
司
会
山
日

山
は
人
的
な
る
貨
在
の
人
に
凶
ナ
る
よ
り
も
組
制
よ
低
ド
も
り
で
あ
る
の
ー
ー
故
多
{
的
人
は
被
告
白
捌
ひ
又
は
究
〈
る
官
邸
山
レ
ン
卜
を
聞
か

れ
て
作
り
白
附
辿
を
す
る
ζ

と
に
は
時
時
す
る
。
熱
る
に
一
た
び
地
主
松
山
泊
的
に
、
北
一
占
市
す
る
川
躍
の
賃
借
岡
山
W

を
山
北
ナ
ベ
き
こ
と
に
な

る
主
、
多
〈
自
省
出
枇
肝
以
内
信
組
す
ペ
き
札
制
中
を
世
{
ζ

と
に
叫
踏
し
な
い
。
北
(
は
w
H
に
彼
等
が
市
場
に

cv訓
詫
す
べ
含
よ
り
も
よ
り
低
き
も
の

E
'と
い
ふ
て
川
る
。

(註

-
A
)

世
名
川
叫
泊
本
は
、
組
枇
且
抽
出
一
般
に
不
出
に
分
配
さ
る
A

こ
と
、
並
に
正
常
に
山
叩
叫
す
る
者
が
不
利
を
受
〈
る
制
仰
木
と
し
て
、

1
4鳴

が
既
に
引
の
伯
仲
に
、
並
に
仙
の
者
が
正
叫
に
中
山
せ
ざ
る
こ
止
を
も
瓦
司
会
内
故
に
、
自
ら
も
雌
伺
中
古
を
行
ふ
と
い
ふ
と
と
が
生
ず
と
お
L
、

λ

タ
ン
ア
も
、
同
様
山
地
位
に
あ
る
他
白
人
部
明
か
に
九
分
前
を
捌
は
ぬ
と
い
ふ
こ
と

ω感
知
が
、
晴
ん

r或
塙
に
、
拙
自
身
を
保
越
す
る
こ
と

を
命
令

L
又
は
川
一
地
訪
に
引
上
「
る
主
計
ひ
、
一
一
I
ダ
ム
も
、
一
般
副
合
に
油
枇
H
品
分
量
作
る
一
五
索
、
と
し
て
、
舵
枕
が
府
〈
行
は
る
L

と
い
ふ

。

一
般
山
郁
釘
を
酔
げ
て
崎
る

n過
多
納
税

l
l稀
な
事
で
は
あ
る
が
、
人
が
雌
条

ω縛
め
に
か
、
何
か
其
他
の
円
的
に

τか
、
彼
の
常
然
納

h
U

川
、
き
よ
h
も
よ
h
b卦
〈
br
納
む
る
こ
ご
が
ゐ
る
(
註
一
ー
さ
o

立
(
は
見
伐
に
よ
り
て
は
、
闘
坤
牧
入
を
豊
か
な
ら
[
一

め
て
政
府
ピ
し
て
一
般
会
館

ω斜
め
に
よ
り
多
〈
の
有
徒
な
仕
事
を
行
は
し
め
た
の
で
あ
る
か
ら

L
て
、
道
義
上

に
良
き
引
に
己
も
い
w

へ
る
が
、
併
し
高
昔
、
道
義
か
ら
見
れ
ば
英
明
サ
自
身
も
反
滋
義
で
ゐ
h
、
其
の
み
な
ら
や
一
た

ぴ
過
多
納
税
す
る
ど
き
に
、

や
が
て
彼
白
ら
の
必
要
の
襲
化
に
よ

h
て
過
少
納
税
ご
な
ら
し
め
る
的
原
闘
を
作
品

105・ Ne巴dham. 1 
Eheberg， a. a 円 S.22.6. Stamp. 1. c. p. 103. 10'5 
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こ
ご
ピ
も
な
る
の
で
あ
り
・
む
し
み
不
道
義
ご
し
て
排
尿
す
ぺ
き
も
の
ご
す
る
。

(
陸
-
九
)

ス
タ
ン
プ
は
、
多

t
山
人
民
は
此
般
に
よ
り
て
、
仙
世
帯
心
掛
ふ
べ
き
必
嬰
あ
る
よ
り
も
一
同
町
商
い
賦
課
に
て
側
、

J

た
と
い
ふ
て
居
る
知

第
三
段

質
際
を
理
畑
山
に
近
づ
け
る
潟
め
の
方
策

【…………一一一… v

租
税
理
想
は
上
記

ω如
〈
で
あ

h
、
租
税
質
際
亦
た
上
の
如
し
記
す
れ
ば
、
政
策
上
ご
し
て
は
此
二
の
も
の
を

一
致
せ
し
め
近
接
せ
し
む
る
匁
め
仁
何
も
の
か
骨
川
崎
さ
な
〈
て
は
な
ら
な
い
。

↓
租
税
制
度
其
も
の
に
於
て
直
接
潟
す
べ
き
方
策

l
l潤
税
制
度
を
改
善
す
る
こ
ご
は
、
租
税
其
も
の
、
道
義
的

ご
な
る
が
錦
め
に
必
要
な
の
み
で
な
〈
、
之
に
封
す
る
各
人
の
態
度
を
し
て
も
道
義
的
た
ら
し
む
る
の
に
必
要
で

あ
h
、
斯
〈
し
て
初
め
て
各
人
を
し
ず
一
道
義
的
自
覚
を
以
て
之
を
給
付
せ
し
め
る
ニ
ピ
が
出
来
る
o

叫
之
に
つ
い
て
は
第
一
に
租
税
を
出
来
る
に
り
日
公
正
な
ら
し
め
な
げ
れ
ば
な

ι一
泊
。
不
-
公
正
な
租
枕
は
租
税
正

，s
、

し
て
の
機
威
な
き
も

ωで
あ
ち
、
不
R

公
正
な
も
の
で
あ
一
る
ご
、
其
を
犯
す
の
が
、
し
易
U

ご
い
ふ
も
の
で
あ
る
o

会
正
な
る
租
税
に
し

τ初
め
て
犯
し
難
い
さ
レ
ム
カ
を
有
も
得
る
(
比
二
O
)
O

荷
〈
も
人
民
を
し
て
之
を
道
義
的
自

鳳
買
に
於

τ納
め
き
せ
ゃ
う
ご
い
ふ
の
に
は
、
其
自
身
を
も
日
公
疋
な
も
の
己
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
此
見
地
か
ら
し

て
祖
税
中
に
て
反
道
義
傾
向
の
強
き
消
費
税
交
通
枕

ω少
〈
己
も
一
部
の
も
の
、
如
き
は
出
来
れ
ば
廃
止
し
た
き

も
の
で
な
り
れ
ば
な
ら
な
レ
。

，~.，..~恥川

第
六
脱

ブL

義

第
二
十
五
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叢
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首

設

租

事止

道

，.v 
寺堀

第
二
十
一
刀
巻

λ 

第
式
蹴

~ij 
O 

(
駐
ニ
O
)

前
世
了
八
時
世
間
。
仙
ほ
一
一

1
ダ
ム
は
、
斑
肱
鉱
凪
配
作
る
元
案
内
中
に
、
平
八
時
平
な
る
負
措
蹄
着
を
右
つ
殺
を
車
げ
、
プ
ア
イ
フ
ア
i

は
、
人
が
岡
家
に
砧
を
捌
ふ
白
を
針
ま
ぬ
と
い
ふ
こ
と

H
、
従
捕
の
租
税
白
川
副
白
紙
肱
川
に
隠
す
べ
舎
も
山
だ
と
幼
し
、
チ
ス
カ
は
、
普
凶
に

於
け
る
所
得
枕
の
灯
時
帥
酬
の
組
曲
闘
が
、
申
告
肱
川
且
租
枕
道
義
由
備
値
山
諮
雌
に
鴻
舎
、
人
的
租
枇
遊
説
由
都
一
の
陪
〈
〈
か
ら
ダ
一
る
帆
拠
出
、

粗
祉
の
泊
義
的

X
は
時
正
な
る
成
部
だ
と
い
ふ
と
止
を
看
過
し
た
と
い
ふ
て
尉
る
叫

山
山
次
ぎ
に
税
率
を
出
来
る

rり
低
〈

L
(匙
二
一
)
、
且
つ
累
進
率
な
れ
ば
普
通
の
で
な
〈
て
超
過
累
進
を
選
ぶ
山

も
、
人
を

Lτ
不
首
な
る
租
税
問
避
を
少
か
ら
し
ひ
る
所
以
で
ゐ
る
。
枕

ω重
い
£
き
に
は
人
は
辿
脱
に
誘
は
れ

る
の
が
自
然
ど
ご
[
な
げ
れ
ば
な
ら
肉
。

(
位
二
一
」

副
註
一
二
一
、

λ

ダ
ン
プ
事
問
。
伯
眠
、

=
i
ダ
ム
同
組
枕
鈍
凪
白
山
市
部
る
原
凶
中
に
粧
の
向
車
を
栴
げ
、
テ
干
刀
位
、
北
少
仙
さ
の
拍

3
 

ん
ど
波
状
的
な
る
判
断
判
官
有
っ
た
租
税
に
謝
し
て
は
、
唯
少
札
制
人
山
与
が
正
叫
に
申
告
す
る
心
地
説
的
同
時
鉱

E
-却
す
と
い
ふ
て
尉
る
匂

代
夏
ら
に
出
来
る

rけ
規
定
ef
整
制
附
し
て
、
明
確
に
し
て
却
す
な
き
ゃ
う
に
規
定
す
る
こ
ピ
も
亦
必
要
で
あ
る
o

法
的
不
備
不
明
は
辿
肱

ω誘
戚
を
成
す
も
の
で
な
り
れ
ば
な
ら
泊
(
鮎
一
三
)
。

(註
=
Z
)

一【
I
〆
ム
は
、
池
枕
紙
凪
由
民
凶
と
し
て
、
非
常

ι技
術
的
に
し
て
複
雑
な
る
性
貨
の
訟
を
州
市
〈
山
首

刷
政
一
六
番
問
。
向
ほ
、

ω出
来
れ
ば
磁
貨
に
物
件
ぞ
捕
捉
し
符
る
方
訟
を
採
る
二
ご
も
注
意
し
な
り
れ
ば
な
ら
曲
。
例
之
、
物
税
其
れ

か

ι所
得
税
中
的
源
泉
一
政
枕
川
知
き
で
あ
る

Q

尤
も
此
は
公
正
り
第
一
要
求
ご
は
街
尖
す
る
か
ら
、
之
Z
遁
皮
に

調
和
さ
せ
な
り

μ
ば
な
ら
な

r
。
百
公
正
は
悶
よ
10
大
事

rが、
FW質
仁
姉
拠
出
来
旧
制
ゃ
う
で
も
仕
方
が
な
い
か

ら
、
相
嘗
に
此
修
釘
捕
捉
と
い
ふ
こ
ご
を
も
注
意
し
な

f
て
は
な
ら
な
い
γ

。

Needham， 1. c. p. 8. Pfeiffer， a. a. O. S. 8. Tyszka. a. a. 0， S. [16 
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町
出
来
る
だ
け
納
税
義
務
者
的
便
宜
を
も
考
へ
る
こ

F
f要
す
る
。
彼
に
不
便
で
あ
れ
ば
自
ら
彼
を

L
て
岡
越

せ
し
め
る
傾
が
強
〈
な
る
。

川
義
務
者
に
遡
脱
に
つ
い
て
反
省
を
柏
崎
き

L
U
る
や
う
な
制
度
を
採
る
こ
ご
も
亦
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
立
(
は

所
得
税
の
申
告
法
制
補
完
方
治
ご
し
て
邸
中
げ
た
も
の
に
蛍
る
が
、
郎
も
所
得
の
や
う
な
内
界
複
雑
な
物
件
に
づ
い

τは
内
詳
申
告
を
匁
苫
し
む
る
ニ
-
己
、
記
帳
義
務
を
定
め
る
こ
正
、
他
人
申
告
を
利
用
す
る
こ
芝
、
物
件
内
容
を

過
度
に
秘
密

F
し
併
し
会
館
正
し

τは
公
示
す
る
ゆ
で
と
{
此
二
一
三
、
不
正
行
品
川
に
謝
し
法
律
上
の
制
裁
を
課
す
る
こ

吉
、
巾
告
の
正
設
に
つ
き
良
心
に
訴
へ
宣
誓
を
活
き

L
む
る
こ
ご
等
で
あ
る
。

-
1
グ
ム
目
、
誼
般
紙
凪
の
原
問
中
に
、
艶
且
の
不
可
髄
を
事
げ
が
躍
る
が
、
上
に
邸
「
る
凹
由
も
の
が
行
叫
る
与
と
き
に
隠
開
設
且

(
駐
ニ
三
)

の
不
可
加
が
或
此
ま
で
磁
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

二
租
税
制
度
以
外
に
於
て
錯
す
べ
き
も
の

A
政
治
上
|
|
闘
及
地
方
政
治

ω
改
良
を
計
b
芸
公
正
を
期
す
る
-
}
吉
が
肝
要
で
あ
る
。
人
は
政
治
に
謝
L
満

足
を
戚
守
る

E
き
に
は
、
税
を
甘
ん
じ
て
叉
進
入
で
も
出
す
気
分
に
な
b
得
る
げ
れ
y
」
も
、
北
(
の
政
治
仁
不
満
足

を
戚
じ
不
卒
を
い
に
〈
正
き
に
は
、
税
4

智
正
し
〈
給
付
す
る
気
分
に
は
な
り
難
い
。
叉
北
(
越
川
を
潟
す
の
一
騎
解
口

貨
を
此
に
見
出
す
こ
ご
に
も
な
る
(
世
田
一
凶
)
。
本
来
、
税
は
政
治
的
義
悪
に
拘
ら
争
、
岡
氏
が
其
義
務
的
自
覚
に
於

τ出
す
べ
き
も
の
で
は
あ
る
り
れ
刊
と
も
、
賞
際
ピ
し
て
は
政
治
的
不
良
な
る
に
拘
ら
守
各
人
に
義
務
的
自
覚
に
於

論

護

草枕

第
二
十
宜
容

日月

第
六
蹴

タι

租

道

議
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論

第
二
十
五
巻

P団

O 

第
六
親

議

毛且

干浩

ir主

議

て
税
仕
出
す
ご
い
ふ
の
は
無
理
で
あ
る
。
比
駄
に
於
て
我
凶
な
Y
」
で
も
政
府
正
し
て
潟
す
べ
き
も

ω
が
津
山
に
あ

る
o

又
北
(
い
r
m
b
考
へ
て
行
〈
ご
、
今

ω
や
う
な
政
治

ω下
に
は
、

租
税
の
四
四
怨
的
朕
態

ω質
現
を
期
す
る
の
は
、

会
〈
無
理
な
こ
ご
の
や
う
だ
。

ロ
ツ
シ
ア

l
位
、
凶
家
粧
品
買
白
山
的
い
か
愈
々
多
く
-
般
に
必
躍
さ
る
L

こ
之
、
な
れ
ば
、
愈
々
多
〈
租
枇
詐
肌
げ
か
私
有
川
厄
犯
罪
と
同

に
日
枯
ら
る
与
与
と
誌
な
ら
フ
と
山
!
日
、
ア
ア
イ
フ
ア
ー
も
、
人
々
が
岡
家
に
射

1
柑
を
出
ナ
白
を
灯
ま
ぬ
と
い
ふ
山
は
、
百
人
心
舵
拙
あ
る
圃

(
陸
ニ
回
)

家
制
度
に
師
す
、
へ
き
も
山
り
だ
と
V

ひ
、
ス
タ
ン
プ
も
、
両
人
に
劃
す
る
岡
山
訴
事
務
に
つ

V

て
、
或
民
の
又
は
叫
像
さ
れ
た
る
不
公
平
を
見
川
げ
と

お

と
は
附
訓
℃
な
uv

。
そ
し
て
共
が
巨
人
山
不
正
行
妨
心
蹄
兆
四
山
と
し
て
役
立
ち
、
此
副
大
附
に
不
正

E
行
は
し
む
る
こ
と
h
な
る
と
い
」
。

B
枇
曾
上
1

1
凡
そ
人
が
本
来
行
ふ
べ
き
も
り
を
行
は
ぬ
ど
い
ふ
の
に
は
、
制
裁
な
き
に
図
る
ニ
ピ
が
少
く
な

い
。
今
日
辿
枕
に
法
作
上
の
制
裁
は
ゐ
る
が
、
其
ご
て
い
ふ
に
足
ら
れ
刷
艇
い
も
の
で
ゐ

h
、
叉
此
に
引
き
か
、
ら

ぬ
不
常
な
る
行
柏
崎
も
多
な
あ
っ
て
、
之
を
一
々
怯
律
上
的
制
作
品
に
よ
り
て
抑
へ
る
こ
吉
は
出
来
な
い
。
絃
に
於
て

か
、
法
仲
上
の
制
裁
乙
並
ん
で
、
此
外
に
刑
曾
的
制
裁
4

炉

E
行
は
れ
し
め
な
り
れ
ば
な
ら
ぬ
。
山
来
、
我
刷
聞
に

τ

は
此
枇
曾
的
制
山
摘
が
依
り
て
居
る
。
五
日
人
以
今
後
、
段
々
ピ
之
を
作
品
-
』
ご
に
力
を
入
札
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

町
教
育
上
1

1
帥
枯
ら
に
祝
枕
を
滋
義
的
た
ら
し
む
る
の
に
は
有
ら
ゆ
る
放
育
の
カ
に
よ
り
て
、
机
枕
道
義
り
大

(
 

切
な
る
-
』
ご
を
岡
民
的
疏
州
中
に
注
入
す
る
こ

Z
が
、
何
よ
ι
リ
も
主
要
で
あ
る
(
龍
二
五
五
此
が
会
〈
的
根
本
的

ω

事
項
で
あ
り
、
他

ω何
れ
の
方
策
よ
ち
も
大
切
で
あ
る
o

此
が
此
問
題
山
円
的
で
も
あ
り
又
手
段
で
も
あ
る
U

最

初

ω手
段
で
も
あ
b
故
後

ω手
段
で
も
ゐ
る
。
此
に
つ
い
て
も
我
闘
に
は
錯
す
ぺ
き
も
の
が
多
〈
穫
さ
れ
て
居

る
o

近
頃
新
紙
に
依
る
吉
、
政
府
山
来
年
度
珠
算
計
査
中
に
、
租
税
制
合
の
普
及
一
事
業
費
ご
い
ふ
も
の
を
見
出
す

日.8. S同 mp，l. c. p. 104ーRoscher，み a.O. S. 393. Pfeiffcf， a. u. 0 
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が
、
共
は
結
構
な
る
事
で
ゐ
る
ご
岡
山
ふ
o

(
位
二
五

)
μ
J
舵
祉
に
つ
き
、
テ
ア
ハ
ル
レ
は
、
大
な
机
枯
白
地
に
は
心
珂
的
前
佐
雨
傘
々
草
大
て
あ
っ
て
、
恰
も
帥
府
高
は
主
と
し
て
大
な
偶
柏

快
描
に
跡
す
と
い
ひ

フ
エ

l

レ
ン
バ

y

内
は
、
大
桃
山
負
拡
の
札
制
的
は
廷
闘
的
義
務
の
随
行
止
、
崎
牲
心
に
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
泊
L
、

l

r
ム
は
、
凶
本
山
品
川
世
・
と
す
る
も
の
は
今

U
は
貨
怖
で
あ
っ
て
、
持
来
は
正
副
な
る
凶
民
だ
。

|
1
4
3
h
に
正
直
な
人
は
、
般
の
上
へ
の
京
荷

内
総
艇
に
拘

ιγ
、
正
副
を
儲
け
る
こ
と
は
帥
恥
て
あ
る
。
荒
柑

ω縦
縞
は
貨
に
却
ワ
て
仙
慨
を
哩
め
る
か
も
知
れ
な
い
と
V

ふ
て
肘
る
目
。

)
 

仔
日
刊
に
所
得
枕
山
中
山
に
つ
き
て
、

7

ι

1

レ
γ
バ
ッ
ハ
は
・
所
得
枕
が
技
術
作
に
役
人
捕
附
之
、
岡
氏
の
正
山
と
に
か
L

る
止
思
し
、
ア
エ

l

ピ
ア
シ
・
レ
ザ
ー
テ
・
戸
パ
ー
ト
メ
ン
ト
山
報
告
に
も
、
所
持
枕
川
叩
品
町
出
減
吋
正
也
心
仁
に
よ
目
、
為
る
と
泊
し
、
プ
り

1
l
z
y
r
は
、
組
松
巾
告
白

有
数
は
、
H
M
A
の
針
誠
之
内
此
心
と
に
か
う
会
主
V

ふ
て
川
る
。

2

幸吉

論

以

K
要
之

-
m枕
は
本
来
.
道
義
上
善
き
も
の
で
ゐ

b
、
剛
氏
及
之
に
堆
十
べ
き
者
が
道
義
的
自
覚

ω下
に
給

付
す
ぺ
き
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
w
H
際
仁
は
之
に
つ
き
和
税
同
避
的
稀
々
の
形
式
が
行
は
れ
、
崎
明
hμ

池
多
納
税
さ

へ
金
、
行
は
れ
、
共
等
が
反
道
義
的
に
現
は
れ
、
夏
に
税
制
某
も

ω
に
も
反
道
義
的
元
来
が
存
す
る
o

此
賞
際
は
甚

花
泣
悩
な
ニ
ピ
で
ゐ
つ

τ、
之
を
理
想
に
逗
づ
け
る
潟
め
に
は
、
相
税
制
度
の
上
に
も
色
々
用
意
し
な
〈

τは
な

ら
泊
が
、
倫
其
上
仁
も
刑
品
目
上
政
治
上
、
特
に
数
育
上
、
識
さ
な
〈
て
は
な
ら
ぬ
も
の
が
深
山
あ
る
。
会
鰻
上
、

共
中
で
も
重
要
な
の
は
政
治
を
会
正
な
ら
L
h
u
る
こ
正
、
和
税
を
R

公
疋
な
ら
[
む
る
こ
ご
、
並
に
悶
民
的
道
義
精

一
脚
を
養
ム
こ
正
の
三
紡
で
あ
り
、
特
に
我
岡
山
り
如
〈
此
等
山
何
れ
に
つ
い

τも
供
鮎
ゐ
る
虞
で
は
、
五
円
人
は
各
の

立
場
か
ら

L
て
之
が
縛
め
の
努
カ
を
惜
し
ん
で
は
な
ら
な
い
。

論

叢

事旺
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